
一
　
安
南
は
ベ
ト
ナ
ム
か

か
つ
て
ベ
ト
ナ
ム
は
日
本
と
同
じ
く
漢
字
文
化

圏
の
一
国
で
あ
っ
た
。
字
儒

チ
ュ
ー
ニ
ョ
と
呼
ば
れ
る
漢
字
は
、

十
世
紀
の
独
立
後
も
公
用
文
字
で
あ
り
、
十
三
世

紀
頃
に
は
体
系
化
し
て
い
た
民
族
文
字
・
字
喃

チ
ュ
ー
ノ
ム
に

と
っ
て
代
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
ロ

ー
マ
字
化
さ
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
語
の
表
記
法
・
国
語

ク
オ
ツ
ク
グ
ー

が
、
十
七
世
紀
に
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
た
め
に
フ

ラ
ン
ス
人
宣
教
師
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
。
ベ
ト

ナ
ム
語
は
三
種
の
文
字
を
使
っ
て
表
記
さ
れ
、
漢

字
、
チ
ュ
ー
ノ
ム
、
ク
オ
ツ
ク
グ
ー
の
書
物
が
残

さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
茶
道
で
珍
重
さ
れ
る
「
安
南
焼
」
の

よ
う
に
、「
安
南
」
が
ベ
ト
ナ
ム
の
呼
称
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
の
書
物
も
当
然
、
安

南
本
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
の
通
念
を
打
破
し
た

の
は
、
二
十
世
紀
末
に
刊
行
さ
れ
た
後
藤
均
平
編

『
東
洋
文
庫
蔵
越
南
本
書
目
（
１
）
』
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
書
目
か
ら
知
る
こ
と
が
出
来
る
越
南
本

と
日
本
と
の
か
か
わ
り
が
も
つ
問
題
を
、
漢
字
文

化
圏
と
い
う
視
野
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
安
南
・
越
南
と
い
う
二
つ
の
国
名
の
違

い
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で
明
治
期
に
正
史
を
復

刻
し
、
昭
和
期
に
実
録
を
公
開
し
た
の
が
日
本
人

で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
最
後
に
フ
ラ
ン
ス
の

漢
字
表
記
に
つ
い
て
日
・
越
・
中
の
異
同
を
と
り

あ
げ
る
。
い
ず
れ
も
『
東
洋
文
庫
蔵
越
南
本
書
目
』

か
ら
具
体
例
を
と
り
説
明
す
る
。

一
九
九
九
年
刊
行
の
『
東
洋
文
庫
蔵
越
南
本
書

目
』（
以
下
、『
書
目
』
と
略
す
）
は
、
国
立
国
会

図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
が
所
蔵
す
る
越
南
本
の
書

目
で
あ
る
。
東
洋
文
庫
は
、
一
九
三
五
年
に
永
田

安
吉
氏
の
蔵
書
九
二
部
五
五
〇
冊
を
寄
贈
さ
れ
、

日
本
で
最
初
の
越
南
本
を
所
蔵
す
る
公
的
機
関
と

な
っ
た
（
２
）
。
そ
の
目
録
は
四
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
が
、

『
東
洋
文
庫
朝
鮮
本
分
類
目
録
・
附
安
南
本
』
で

あ
り
、
朝
鮮
本
の
附
録
扱
い
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は

豊
臣
秀
吉
の
侵
略
や
朝
鮮
総
督
府
の
蒐
書
等
で
、

多
く
の
朝
鮮
本
（
３
）
が
収
蔵
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
前

印
度
支
那
河
内
ハ
ノ
イ

駐
在
帝
国
総
領
事
」
永
田
安
吉
個

人
蔵
書
の
越
南
本
と
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。

現
在
、
ベ
ト
ナ
ム
の
書
物
に
つ
い
て
統
一
名
称

は
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
で
は
漢
喃

ハ
ン
ノ
ム

本
と
呼
ぶ
。
日
本

で
は
安
南
本
、
越
南
本
、
漢
喃
本
（
４
）
、
中
国
で
は
安

南
本
、
越
南
本
、
域
外
漢
籍
（
５
）
、
越
南
漢
籍
と
い
っ

た
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。

後
藤
均
平
氏
は
、
す
で
に
一
九
九
五
年
に
越
南
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本
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（
６
）
。

こ
こ
に
い
う
�
越
南
本
�
と
は
、
東
洋
文
庫

に
あ
る
、
①
越
南

ベ
ト
ナ
ム

で
作
ら
れ
た
漢
籍
（
い
わ

ゆ
る
�
漢ハ
ン

喃ノ
ム

本
�）、
②
中
国
で
書
か
れ
た
越

南
関
係
の
文
献
、
及
び
③
日
本
人
や
フ
ラ
ン

ス
人
が
①
を
復
刻
し
た
書
物
の
総
称
で
あ
る
。

越
南
本
は
ベ
ト
ナ
ム
一
国
＝
漢
喃
本
（
７
）
に
止
ま
ら
ず
、

漢
字
文
化
圏
の
中
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し

て
安
南
本
と
い
う
表
現
に
収
ま
り
き
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

以
下
、
日
本
人
と
直
接
か
か
わ
る
『
大
越
史
記

全
書
』『
安
南
史
略
』『
大
南
寔
録
』
を
と
り
あ
げ
、

安
南
・
越
南
は
互
換
性
が
無
い
ど
こ
ろ
か
相
対
立

す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

二
　
日
本
人
に
よ
る
正
史
復
刻

越
南
・
安
南
と
い
う
漢
字
の
意
味
す
る
も
の
を
、

端
的
に
示
す
二
部
の
書
物
が
あ
る
。『
大
越
史
記

全
書
』
と
『
安
南
史
略
』
で
あ
る
。
前
者
は
ベ
ト

ナ
ム
の
正
史
で
刊
本
が
あ
る
。
後
者
は
『
四
庫
全

書
』
史
部
載
記
に
収
録
さ
れ
、
抄
本
が
残
る
。

『
書
目
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
種
、
五
種
の
異
版
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
一
種
ず
つ
が
、
明

治
期
の
日
本
人
に
よ
る
復
刻
で
あ
る
。

ま
ず
『
大
越
史
記
全
書
』（
Ｘ
―
２
―
801
）
を

み
て
い
こ
う
。『
書
目
』
に
は

25
巻
　
10
冊
　
1
帙

呉
士
連
等
編
　
明
治
17
（
1884
）
年
引
田
利
章

飜
刻

東
京
ト
ウ
キ
ョ
ウ（
８)

活
字
本
　
本
文
11
行
27
字
　
注
双
行

心：

大
越
史
記
全
書
　
印：

藤
田
剣
峯
蔵
書

之
印
（
長
方
角
印
８
字
２
行
）

と
記
さ
れ
、
一
八
八
四
年
に
引
田
利
章
（
一
八
五

一
―
一
八
九
〇
）
が
東
京
で
復
刻
し
た
と
分
か
る
。

原
本
の
入
手
に
つ
い
て
は
引
田
自
身
が
明
ら
か
に

記
す
よ
う
に
、
一
八
八
三
年
七
月
、
参
謀
本
部
将

校
と
し
て
赴
い
た
ベ
ト
ナ
ム
で
、
河
内
ハ
ノ
イ

府
知
事
阮

有
度
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
９
）
。
一
八
八
三
年

は
、
フ
エ
条
約
調
印
（
八
月
二
五
日
）
に
よ
っ
て

フ
ラ
ン
ス
が
ア
ン
ナ
ン
、
ト
ン
キ
ン
を
保
護
領
と

し
た
年
で
あ
っ
た
（
10
）。
明
治
政
府
が
清
仏
戦
争
を
想

定
し
、
現
地
状
況
を
把
握
す
る
た
め
参
謀
本
部
将

校
引
田
利
章
を
送
り
こ
ん
だ
こ
と
は
み
や
す
い
。

引
田
利
章
の
『
大
越
史
記
全
書
』
復
刻
は
、
ベ

ト
ナ
ム
の
正
史
が
外
国
人
の
手
に
よ
っ
て
公
開
さ

れ
た
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
越
南
本
の
多
く
が
抄

本
で
あ
り
異
版
が
多
い
、
と
い
う
特
徴
は
『
大
越

史
記
全
書
』
に
も
あ
て
は
ま
り
（
11
）、
一
九
八
四
年
、

陳
荊
和
氏
が
校
合
本
を
刊
行
す
る
迄
、
資
料
と
し

て
の
利
用
は
む
つ
か
し
か
っ
た
。
そ
の
中
で
、
引

田
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
原
本
の
誤
り
を
ひ
き
つ

い
だ
と
は
い
え
、
ベ
ト
ナ
ム
史
研
究
に
不
可
欠
な

書
物
と
し
て
広
く
流
布
し
て
い
く
。
蔵
書
印
は
、

明
治
・
大
正
期
の
東
洋
学
者
藤
田
豊
八
の
蔵
書
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

陳
荊
和
氏
は
、
復
刻
の
誤
字
や
脱
漏
を
含
む
欠

陥
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院

紀
要
で
ペ
リ
オ
（P

.P
elliot

）
と
カ
デ
イ
エ
ー
ル

（L
.C

adiére

）
のP

rem
ière

étu
des

su
r

les

sources
annam

ites

が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
〇

四
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ベ
ト
ナ
ム
史
研
究
の

緒
を
つ
け
た
」
功
績
も
否
定
し
て
い
な
い
（
12
）。

引
田
利
章
は
、
一
八
九
八
年
に
は
『
仏
安
関
係

始
末
』
を
陸
軍
文
庫
か
ら
出
し
て
い
る
。『
大
越

史
記
全
書
』
に
加
え
て
日
本
陸
軍
の
安
南
派
遣
将

校
、
清
や
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
公
使
の
報
告
を
使
い
、
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フ
ラ
ン
ス
の
侵
略
開
始
か
ら
天
津
条
約
迄
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
天
津
条
約
（
一
八
八
五
）
は
、

ベ
ト
ナ
ム
を
ア
ン
ナ
ンA

nnam

に
変
え
た
。
ベ
ト

ナ
ム
人
は
ア
ン
ナ
ン
人annam

ite

と
し
て
欧
米
に

認
知
さ
れ
て
い
く
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
北
圻
・
中

圻
・
南
圻
を
ト
ン
キ
ンT

onkin

保
護
領
・
ア
ン
ナ

ンA
nnam

保
護
国
・
コ
ー
チ
シ
ナC

ochinchine

植
民
地
と
名
づ
け
、
分
断
統
治
を
強
行
し
て
い
く
。

も
う
一
点
の
復
刻
『
安
南
志
畧
』
は
、
東
洋
史

学
者
藤
田
豊
八
旧
蔵
書
（
Ⅱ
―
11
―
Ａ
―
58
）
と

植
村
清
二
旧
蔵
書
（
Ⅱ
―
10
―
Ｏ
―
20
）
の
二
部

が
あ
る
。
Ⅱ
―
11
―
Ａ
―
58
に
は

黎

編
　
甲
申
（
1884
年
）

上
海
楽
善
堂
刊

排
印
本
　
28.7
×
13.3
（
匡
17.1
×
11.6
）

10
行
24

字
　
注
　
双
行
　
心：

安
南
志
略
　
楽
善
堂

蔵
板

岸
田
吟
香
（
一
八
三
三
―
一
九
〇
五
）
は
『
東

京
日
日
新
聞
』
の
「
台
湾
従
軍
記
」
で
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
日
本
最
初
の
従
軍
記
者
と
し
て
一
八
七

四
年
の
台
湾
出
兵
を
体
験
し
て
い
る
。
新
聞
社
を

辞
め
た
後
一
八
八
〇
年
に
上
海
で
楽
善
堂
支
店

（
本
店
は
銀
座
に
一
八
七
七
年
開
設
）
を
設
け
、

薬
の
販
売
や
書
物
の
出
版
を
行
な
い
、
清
国
で
活

動
し
た
。

復
刻
の
底
本
は
、
清
朝
考
証
学
者
銭
大

と
黄

丕
烈
の
校
訂
本
で
あ
る
（
13
）。『
書
目
』
Ｘ
―
２
―
54

の
抄
本
に
は
、「
参
照
」
と
し
て
「
原
本
ハ
文
瀾

閣
伝
抄
本
」
と
あ
る
。
文
瀾
閣
は
江
蘇
省
揚
州
に

建
て
ら
れ
、『
四
庫
全
書
』
を
民
間
に
開
放
し
た
。

『
安
南
史
略
』
は
「
史
部
載
記
」
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。
載
記
と
は
、
王
朝
時
代
に
中
国
内
で
別
に

独
立
し
て
い
た
国
の
歴
史
を
書
い
た
も
の
を
意
味

す
る
。

ベ
ト
ナ
ム
の
正
史
が
大
越
を
冠
し
て
い
る
の
に

対
し
、
載
記
と
中
国
が
見
な
す
本
書
が
ベ
ト
ナ
ム

通
史
と
し
て
安
南
を
採
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
著

者
黎

は
、
元
に
「
内
附
」
＝
自
主
的
に
投
降
し

敵
側
に
つ
い
た
大
越
国
の
支
配
者
の
一
人
で
あ
る
（
14
）。

一
二
八
四
年
の
第
二
次
元
寇
の
際
、
元
軍
の
撤
退

に
従
い
中
国
に
去
っ
た
黎

に
と
っ
て
、
故
国
は

安
南
で
あ
っ
た
。
中
国
で
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ

以
上
、
黎

の
母
国
は
安
南
と
な
る
。
そ
し
て
か

れ
の
著
わ
し
た
『
安
南
史
略
』
は
、
中
国
側
に
と

っ
て
ベ
ト
ナ
ム
人
の
語
る
ベ
ト
ナ
ム
と
し
て
貴
重

で
あ
っ
た
。『
四
庫
全
書
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の

の
、
刊
本
と
し
て
流
布
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

銭
大

が
抄
本
を
入
手
し
校
訂
に
努
め
た
の
は
、

一
七
九
〇
年
の
安
南
国
王
阮
光
平
の
入
朝
に
備
え

て
で
あ
っ
た
。
乾
隆
帝
は
西
山

タ
イ
ソ
ン

の
阮
光
平
を
安
南

国
王
に
冊
封
し
、
黎
朝
支
援
を
掲
げ
ベ
ト
ナ
ム
の

内
乱
に
軍
事
介
入
し
西
山
朝
に
敗
北
し
た
事
実
を

解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
ベ
ト

ナ
ム
情
報
が
求
め
ら
れ
、
得
ら
れ
た
の
は
五
百
年

前
の
黎

の
抄
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
中
国
の
ベ
ト

ナ
ム
情
報
の
乏
し
さ
を
物
語
る
。
さ
ら
に
九
十
年

後
、
明
治
日
本
も
こ
の
情
報
を
必
要
と
し
、
民
間

人
に
よ
っ
て
越
南
本
は
復
刻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
期
に
清
仏
戦
争
を
き
っ

か
け
に
高
ま
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
関
心
は
、
官
民

そ
れ
ぞ
れ
に
越
南
本
を
復
刻
さ
せ
た
。
越
南
・
安

南
と
い
う
二
つ
の
ベ
ト
ナ
ム
史
が
、
日
本
人
に
よ

っ
て
公
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
　
日
本
人
に
よ
る
実
録
公
開

清
仏
戦
争
後
十
年
、
清
国
を
破
っ
た
日
本
は
ア

ジ
ア
の
覇
権
を
握
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
台
湾
の
植
民

120

グ
エ
ン
ク
ァ
ン
ビ
ン



地
統
治
に
際
し
て
研
究
す
べ
き
先
輩
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
日
露
戦
争
の
勝
利
は
、「
ア
ジ
ア
の
星
」

日
本
に
ア
ジ
ア
の
人
々
に
一
瞬
の
期
待
を
抱
か
せ

た
。
母
国
の
独
立
達
成
の
た
め
、
密
出
国
し
て
日

本
留
学
す
る
ベ
ト
ナ
ム
人
が
現
わ
れ
た
。
潘
佩
珠

フ
ァ
ン
ボ
イ
チ
ャ
ウ

の
率
い
る
東
遊

ド
ン
ズ
ー

運
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
〇

七
年
の
日
仏
協
約
は
留
学
生
た
ち
を
強
制
退
去
さ

せ
、
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
関
心
は
消
え
て
い
っ
た
（
15
）。
台

湾
か
ら
始
ま
っ
た
植
民
地
は
、
樺
太
・
関
東
州
、

朝
鮮
、
南
洋
群
島
へ
と
拡
大
し
た
。
一
九
三
二
年

に
は
「
満
洲
国
」
を
成
立
さ
せ
た
大
日
本
帝
国
は
、

ア
ジ
ア
を
睥
睨
し
蔑
視
し
て
い
く
。

ベ
ト
ナ
ム
最
後
の
王
朝
阮
グ
エ
ン
朝
は
『
大
南
寔
録
』

を
編
纂
し
た
。
こ
れ
は
漢
字
文
化
圏
共
通
の
史
書

実
録
の
掉
尾
を
飾
る
も
の
で
あ
る
。『
大
南
寔
録
』

は
、『
明
実
録
』
の
体
例
に
倣
う
一
方
、
ベ
ト
ナ

ム
の
独
自
性
も
も
つ
（
16
）。
そ
れ
は
（
一
）
寔
字
の
使

用
、（
二
）
前
編
・
正
編
構
成
で
そ
れ
ぞ
本
紀
・

列
伝
か
ら
成
る
、（
三
）
総
名
と
し
て
『
大
南
寔

録
』
を
と
り
、（
四
）
整
版
印
刷
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
法
典
と
同
じ
く
、
中
国
型
と
東
南
ア
ジ
ア
型

の
二
面
性
を
も
つ
。

大
南
は
一
八
三
八
年
、
二
代
皇
帝
明
命

ミ
ン
マ
ン

の
定
め

た
国
号
で
あ
る
。
初
代
の
嘉
隆

ザ
ー
ロ
ン

帝
が
「
南
越
」
を

清
朝
に
対
し
主
張
し
、
古
代
の
広
東
・
広
西
を
含

む
南
越
の
国
号
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
清
朝

と
折
衝
の
結
果
、
勝
ち
と
っ
た
の
が
越
南
国
号
で

あ
っ
た
（
17
）。
清
国
に
対
し
て
越
南
国
王
を
称
し
た
が
、

国
内
お
よ
び
ラ
オ
ス
な
ど
近
隣
諸
国
に
は
大
南
皇

帝
と
し
て
君
臨
し
、「
小
中
華
」
ベ
ト
ナ
ム
が
存

在
し
て
い
た
。

さ
て
、『
書
目
』
Ｘ
―
２
―
６
に
は
『
大
南
寔

録
』
が
記
載
さ
れ
、
参
照
と
し
て
松
本
信
広
「
安

南
史
研
究
上
の
二
資
料

―B
ib

liog
raph

ie

an
n

am
ite

と
大
南
寔
録
」『
史
学
』
一
五
―
一

（
一
九
三
六
―
五
）
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、

松
本
信
広
氏
に
拠
っ
て
『
大
南
寔
録
』
将
来
の
経

緯
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

元
来
、
門
外
不
出
の
秘
書
で
あ
る
『
大
南
寔
録
』

が
、
東
洋
文
庫
の
『
書
目
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る

の
は
な
ぜ
か
。
中
見
立
夫
氏
は
、「
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
『
実
録
』
の
編
纂
・
出
版
と
日
本
人
」
に

つ
い
て
二
〇
〇
〇
年
か
ら
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。

日
本
人
学
者
と
実
録
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
指
適
し
て
い
る
。「
近
年
、
東
ア
ジ
ア

に
お
い
て
も
、
文
書
史
料
の
公
開
・
利
用
が
進
み
、

歴
史
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
の
実
録
の
価
値
は

相
対
的
に
は
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
な
お

必
ず
参
照
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。」「
中
国
の
『
大

清
実
録
』、
朝
鮮
の
『
李
朝
実
録
』、
ベ
ト
ナ
ム
の

『
大
南
寔
録
』、
こ
れ
ら
の
史
料
的
価
値
に
深
く
着

目
し
、
さ
ら
に
覆
製
を
手
が
け
、
世
界
の
学
界
に

提
供
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
日
本
人
学
者
で
あ
っ

た
（
18
）。」
中
見
立
夫
氏
は
、
も
っ
ぱ
ら
近
代
日
本
に

お
け
る
実
録
の
覆
製
・
刊
行
が
世
界
の
学
界
に
貢

献
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

東
ア
ジ
ア
の
側
か
ら
言
え
ば
、
漢
字
文
化
圏
の

実
録
は
全
て
日
本
人
が
公
開
し
た
こ
と
に
な
る
。

『
李
朝
実
録
』
五
部
の
う
ち
「
五
台
山
史
庫
本
」

は
東
京
帝
国
大
学
に
移
さ
れ
、
関
東
大
震
災
で
亡

な
わ
れ
た
。
一
九
五
三
年
か
ら
六
七
年
に
か
け
て

京
城
帝
国
大
学
（
太
白
山
史
庫
本
・
江
華
島
本
）

の
景
印
本
が
、
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
に
よ
っ

て
縮
刷
さ
れ
て
い
る
。『
大
清
実
録
』
は
、『
清
歴

朝
実
録
』
と
し
て
「
満
洲
国
」
国
務
院
が
一
九
三

八
年
復
刻
し
、
各
国
に
寄
贈
し
た
。

121

越南本について



実
録
が
公
開
さ
れ
た
当
時
、
朝
鮮
の
李
家
は
日

本
植
民
地
下
に
無
力
で
あ
っ
た
。
清
の
愛
新
覚
羅

家
は
、
辛
亥
革
命
で
政
権
を
失
な
っ
て
い
た
。
す

な
わ
ち
李
朝
は
一
九
一
〇
年
、
清
朝
は
一
九
一
二

年
に
命
脈
を
断
っ
た
。
し
か
し
、
阮
朝
は
フ
ラ
ン

ス
支
配
下
も
存
続
し
、
一
九
四
五
年
の
保
大

バ
オ
ダ
イ

帝
の

退
位
ま
で
続
い
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
場
合
は
、
現
王

朝
の
実
録
が
外
国
人
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
外
国
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
な
く
、

日
本
人
で
あ
っ
た
。

松
本
信
広
氏
が
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
の
協
力
を

得
て
、
フ
エ
に
保
管
さ
れ
て
い
た
板
木
か
ら
の
印

刷
に
成
功
し
、『
大
南
寔
録
』
を
将
来
し
た
の
は
、

一
九
三
五
年
で
あ
る
。
六
部
は
、
東
洋
文
庫
・
東

京
帝
国
大
学
・
京
都
帝
国
大
学
・
東
方
文
化
学
院

（
東
京
、
京
都
）
・
慶
応
義
塾
大
学
に
分
置
さ
れ

た
。松

本
信
広
氏
は
、
実
録
将
来
の
発
端
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

大
南
寔
録
の
存
在
を
自
分
が
初
め
て
知
つ
た

の
は
、
巴
里
滞
在
中
ア
ン
リ
・
マ
ス
ペ
ロ
氏
を

御
訪
ね
し
た
時
に
得
た
氏
の
教
示
に
依
る
。
氏

は
安
南
宮
廷
が
辞
を
左
右
に
し
て
容
易
に
同
書

の
版
行
を
許
可
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
に
は

同
書
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
日
本

の
大
学
に
対
し
て
は
ひ
よ
つ
と
す
る
と
許
可
さ

れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
話
さ
れ
た
。

阮
朝
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
『
大
南
寔
録
』
公

開
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
界
で

は
公
開
が
渇
望
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
松
本
信
広
氏
は
一
九
三
三
年
に
イ
ン

ド
シ
ナ
旅
行
（
望
月
資
金
に
よ
る
）
に
出
発
す
る
。

永
田
安
吉
氏
か
ら
は
、「
大
南
寔
録
の
版
木
が
順

化
宮
廷
に
存
し
、
宮
廷
の
許
可
を
得
れ
ば
印
行
が

可
能
で
あ
る
が
、
然
し
価
が
大
変
高
い
」
と
聞
く
。

そ
こ
で
実
録
の
将
来
に
む
け
て
東
洋
文
庫
、
ハ
ノ

イ
の
日
本
総
領
事
館
の
ベ
ト
ナ
ム
人
書
記
、
さ
ら

に
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
の
友
人
と
連
携
し
た
が
、

「
大
南
寔
録
の
再
印
刷
に
異
存
は
な
い
が
、
最
近

二
部
刷
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
此
の
次
に
数
部
纏

め
て
印
刷
す
る
場
合
求
め
に
応
じ
よ
う
と
い
う
挨

拶
」
を
、
学
部
尚
書
范
瓊
氏
か
ら
得
た
に
止
ま
っ

た
。
帰
国
後
、
再
度
東
洋
文
庫
に
協
力
を
仰
ぎ
、

計
六
部
の
再
印
刷
と
日
本
へ
の
移
送
を
成
功
さ
せ

た
。
そ
し
て
「
極
東
学
院
所
員
エ
ミ
ル
・
ガ
ス
パ

ル
ド
ン
氏
及
び
院
長
セ
デ
ス
氏
の
並
々
な
ら
ぬ
御

尽
力
に
与
つ
た
事
は
我
学
界
の
衷
心
よ
り
感
謝
に

堪
へ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
二
氏
の
好
意
は
日
仏

交マ
マ

史
上
永
久
に
銘
記
す
べ
き
も
の
が
あ
る
」、
と

特
記
し
て
い
る
。

松
本
氏
は
、
再
印
刷
に
は
不
鮮
明
な
箇
所
を
書

き
た
す
労
作
を
伴
う
た
め
、
多
く
の
部
数
は
要
求

で
き
な
い
と
し
、「
各
地
諸
大
学
の
御
依
頼
に
応

ず
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
事
は
誠
に
申
訳
な

い
が
、
事
情
御
諒
察
の
上
御
宥
恕
を
請
い
た
い
。」

と
釈
明
に
努
め
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
六
一
年

か
ら
二
十
年
を
要
し
た
と
は
い
え
、
慶
応
義
塾
大

学
言
語
文
化
研
究
所
か
ら
全
二
十
巻
の
縮
刷
版
が

刊
行
さ
れ
、『
大
南
寔
録
』
は
完
全
に
公
開
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

四
　
仏
蘭
西
は
フ
ラ
ン
ス
か

仏
蘭
西
と
い
う
表
記
は
、
安
政
の
日
仏
修
好
通

商
条
約
以
来
、
今
な
お
日
本
で
通
用
し
て
い
る
フ

ラ
ン
ス
の
漢
字
表
記
で
あ
る
。
仏
人
・
仏
国
と
い

っ
た
具
合
に
使
わ
れ
る
。
中
国
で
は
法
国
（
法
蘭
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西
の
省
略
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ベ
ト
ナ

ム
で
は
ど
う
か
。
嗣
徳

ト
ウ
ド
ウ
ツ
ク帝
（
位
一
八
四
七
―
八
三
）

の
実
録
『
大
南
寔
録
』
正
編
第
四
紀
に
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
音
訳
が
二
転
三
転
し
て
「
法
」
に
定
ま
っ

た
経
緯
を
述
べ
た
記
事
が
あ
る
。

『
大
南
寔
録
』
正
編
第
四
紀
は
、
フ
ラ
ン
ス
支
配

下
で
編
纂
さ
れ
た
た
め
、
記
述
の
真
憑
性
に
は
ベ

ト
ナ
ム
の
み
な
ら
ず
フ
ラ
ン
ス
側
・
中
国
側
資
料

の
傍
証
を
要
す
る
（
19
）。
し
か
し
、
同
書
の
一
八
五
一

年
の
条
に
見
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
表
記
に
つ
い
て
の

記
事
は
、
事
実
を
述
べ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
嗣

徳
四
年
十
一
月
に
は
、
ビ
エ
ン
ホ
ア
省
の
軍
駐
屯

地
に
「
西
洋
仏
蘭
大
船
一
船
」
が
来
航
し
、
乗
組

員
が
上
陸
し
食
物
を
買
い
鳥
打
ち
を
し
た
あ
げ
く

二
人
の
部
隊
長
に
贈
物
し
て
去
り
、
嗣
徳
帝
は
二

人
を
杖
刑
に
処
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
冒
頭

の
「
西
洋
仏
蘭
」
の
部
分
に
詳
し
い
注
が
付
さ
れ

て
い
る
（
20
）。
注
を
読
ん
で
み
よ
う
。

ま
ず
、
清
の
徐
継

『
瀛
寰
志
略
』
を
「
仏
郎

西
は
法
蘭
西
、
仏
郎
機
と
も
い
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

大
国
」
で
あ
る
と
引
用
す
る
。
嘉
隆

ザ
ー
ロ
ン

帝
（
位
一
八

〇
二
―
二
〇
）
・
明
命

ミ
ン
マ
ン

帝
（
位
一
八
二
〇
―
四
一
）

期
に
や
っ
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
富
浪
沙
」、

紹
治
テ
イ
エ
ウ
チ
帝
（
位
一
八
四
一
―
四
七
）
期
に
ダ
ナ
ン
で

事
件
を
起
し
た
時
は
「

哂
」
と
記
さ
れ
た
。

音
訳
の
た
め
文
字
が
異
な
っ
た
。
仏
・
法
・
富

（phat

・phap

・phu

）、
蘭
・
浪
・
西
・
機
・
沙

（lan

・lang

・tai

・co

・sa

）
の
音
は
近
い
。

和
議
成
立
前
は
、
国
書
と
い
う
拠
り
所
が
無
く
地

方
か
ら
の
報
告
書
通
り
に
書
い
た
。
一
八
六
二
年

の
和
議
（
サ
イ
ゴ
ン
条
約
）
で
国
書
が
作
ら
れ
、

「
富
浪
沙
」
の
略
で
あ
る
「
富
」
と
初
め
て
書
く

よ
う
に
な
っ
た
。
一
八
八
三
年
（
フ
エ
条
約
）
か

ら
中
国
の
訳
書
（
21
）
に
従
っ
て
「
法
」
と
書
く
よ
う
に

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
法
蘭
西
」
の
略
で
あ
る
。

以
上
の
注
は
本
紀
一
、
二
、
三
、
四
に
お
け
る
フ

ラ
ン
ス
表
記
の
違
い
を
述
べ
て
い
る
。

富
浪
沙
の
表
記
は
、
使
用
期
間
が
短
か
く
認
知

度
が
低
く
（
22
）、
逆
に
版
本
の
年
代
確
定
の
指
標
と
な

る
。
仏
山
版
『
大
南
寔
録
正
編
』
を
例
と
し
て
あ

げ
よ
う
（
23
）。
Ｘ
―
２
―
10
は
永
田
安
吉
氏
の
旧
蔵
書

で
あ
る
。『
書
目
』
の
注
釈
に
は

序
末
尾
ニ
記
ス：

癸
酉
年
（
1873
）
端
陽
後
、

大
富
浪
沙

フ
ラ
ン
ス

国
嘉
定
帥
府
参
辨
官
蘆
嘉
陵
謹
敍
、

嘉
定
城
鳳
油
里
惟
明
氏
攷
校
。
表
紙
黒
茶
。

と
あ
る
。「
表
紙
黒
茶
」
は
ベ
ト
ナ
ム
独
自
の
装

訂
を
示
し
て
い
る
。
Ｘ
―
２
―
５
『
欽
定
越
史
通

鑑
綱
目
』
の
注
釈
で
は
、
よ
り
具
体
的
に
「
渋
表

紙
。
四
圍
朱
染
。
天
地
白
抜
キ
ニ
各
冊
目
ヲ
墨
書
。

越
南
本
ノ
典
型
也
。（
cf.
）
石
田
幹
之
助
「
三
松

読
書
記
（
二
）
五
、
安
南
の
文
籍
を
看
る
」
史

学
雑
誌
45
―

１
　
1932
―

12
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

後
藤
氏
が
癸
酉
を
一
八
七
三
年
に
同
定
し
た
根

拠
が
、
上
掲
の
『
大
南
寔
録
』
正
編
第
四
紀
の
記

事
に
あ
る
こ
と
は
、
富
浪
沙
へ
の
ル
ビ
で
明
ら
か

で
あ
る
。
富
浪
沙
が
ベ
ト
ナ
ム
独
自
で
か
つ
短
期

間
（
一
八
六
二
―
八
三
）
に
使
用
さ
れ
た
た
め
、

中
国
人
に
と
っ
て
は
「
法
蘭
西
と
同
じ
で
あ
る
」

と
い
う
説
明
が
必
要
だ
っ
た
（
24
）。
中
国
の
書
誌
学
の

大
家
張
秀
民
氏
は
、
富
浪
沙
と
大
法
と
い
う
表
記

が
、
ベ
ト
ナ
ム
で
使
わ
れ
た
時
期
を
弁
別
す
る
資

料
を
欠
い
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
人
蘆
嘉
陵
を
ル
シ

エ
（H

.R
ussier

一
八
七
八
―
一
九
一
八
）
と
誤
認

し
た
（
25
）。

張
秀
民
氏
は
、
仏
山
版
『
皇
越
地
輿
誌
』
Ｘ
―

２
―
52
の
序
（
嘉
定
城
鳳
油
里
惟
明
氏
）
に
「
時
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幸
有
大
富
浪
沙
国
官
盧
公
、
篤
好
南
朝
書
籍
」
と

み
え
る
盧
公
を
、
私
蔵
す
る
『
安
南
初
学
史
略
』

（
一
九
一
一
）
の
共
著
者
の
一
人
、「
大
法
　
文
学

科
進
士
充
南
圻
諸
学
堂
監
督
盧
痴
緊
」
と
同
定
し

た
。
盧
痴
緊
は
ル
シ
エ
で
あ
る
。
同
書
は
、
フ
ラ

ン
ス
極
東
学
院
が
二
人
の
ベ
ト
ナ
ム
人
に
中
国
語

訳
さ
せ
、
ベ
ト
ナ
ム
人
に
は
「
大
南
」
が
冠
せ
ら

れ
て
い
る
（
26
）。
ル
シ
エ
に
対
し
て
大
法
が
使
用
さ
れ

る
の
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
浪
沙
を
使
用

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
生
年
か
ら
考
え
て
無
理

で
あ
る
。
張
秀
民
氏
は
、『
皇
越
地
輿
誌
』
の
み

で
『
大
南
寔
録
正
編
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
当
時
、
中
国
で
ベ
ト
ナ
ム
情
報
を
得

る
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
誤
認
は
避
け

ら
れ
な
い
と
言
え
よ
う
。

問
題
と
す
べ
き
は
、
漢
字
文
化
圏
内
で
は
同
じ

表
記
が
通
用
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
日
本
で

は
最
近
で
も
「
日
中
両
国
は
共
通
文
字
と
し
て
漢

字
を
使
う
か
ら
、
筆
談
で
相
互
理
解
が
可
能
」
と

い
う
認
識
が
あ
る
（
27
）。
安
南
・
越
南
、
富
浪
沙
・
法

と
い
っ
た
表
記
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
性
を
も
つ
。

フ
ラ
ン
ス
は
ベ
ト
ナ
ム
と
中
国
で
は
、「
法
」
一

字
で
通
じ
る
（
28
）
が
、
日
本
で
は
通
じ
な
い
。

そ
し
て
仏
山
版
『
大
南
寔
録
正
編
』
に
つ
い
て

の
後
藤
均
平
氏
の
注
釈
は
、
原
本
を
手
に
し
え
な

い
読
者
も
行
き
届
い
た
書
誌
学
的
記
載
か
ら
、
正

確
に
原
貌
を
知
り
う
る
こ
と
を
教
え
る
。
す
な
わ

ち
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
音
訳
一
つ
を
と
っ
て
も
、

ベ
ト
ナ
ム
、
中
国
、
日
本
で
は
必
ず
し
も
一
致
し

な
い
。
漢
字
の
使
い
手
の
主
体
性
は
ベ
ト
ナ
ム
、

フ
ラ
ン
ス
を
ど
の
よ
う
に
漢
字
表
記
す
る
か
、
と

い
う
問
題
に
帰
結
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
越
南
本

と
の
過
去
の
関
わ
り
を
ふ
ま
え
、
ど
の
よ
う
に
越

南
本
に
向
き
あ
う
の
か
。
漢
字
文
化
圏
の
中
で
の

日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
・
中
国
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
、
姿

勢
に
留
意
つ
つ
、
歴
史
性
を
忘
れ
ず
に
検
討
を
進

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（
１
）
東
洋
文
庫
刊
の
奥
付
に
は
「
財
団
法
人
東
洋
文
庫

古
代
史
研
究
委
員
会
編
」
と
あ
る
が
、
序
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
編
纂
経
緯
か
ら
編
者
は
後
藤
均
平
氏
で
あ

る
。

（
２
）
岩
井
大
慧
「
永
田
安
吉
氏
蒐
集
安
南
本
目
録
」『
史

学
』
一
四
―
二
（
一
九
三
五
・
八
）。

（
３
）
室
町
時
代
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
収
蔵
本
は
、

藤
本
幸
夫
氏
が
『
日
本
現
存
朝
鮮
本
研
究
』（
全
四
冊
、

京
都
大
学
学
術
出
版
会
）
と
し
て
総
目
録
を
編
ん
で

い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
集
部
が
刊
行
さ
れ
、
二
〇
二

〇
年
ま
で
に
四
部
分
類
よ
る
書
目
が
完
成
す
る
予
定
。

（
４
）
八
尾
隆
生
氏
は
、
用
語
の
未
統
一
の
現
況
を
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
日
本
で
は
か
つ
て
〈
目
録
〉

の
欄
に
あ
る
よ
う
に
、「
安
南
本
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、

後
藤
均
平
〔
一
九
九
九
〕
は
「
越
南
本
」
と
称
し
て

い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
日
本
人
研
究
者
が
少
な
い
こ

と
も
あ
っ
て
、
用
語
の
統
一
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
、「
漢
喃
本
」
と
い
う
用
語
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
版
漢

籍
も
含
め
て
い
る
こ
と
が
多
い
」。
八
尾
氏
自
身
は

「
漢
喃
本
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
理
由
は
「
前
近
代
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
の
書
物
は
、
公
式
文
字
で
あ
る
漢
字
と
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
の
民
族
文
字
で
あ
る
字
喃C

hu
N

om

を
用
い
て

作
成
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
は
『
漢
喃

本H
an

N
om

本
』
と
呼
ぶ
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
そ
れ

に
従
う
こ
と
と
す
る
。」
と
あ
る
（「『
大
南
一
統
志
』

編
纂
に
関
す
る
一
考
察
」『
広
島
東
洋
史
学
研
究
』
九

（
二
〇
〇
四
・
一
二
）

本
稿
で
は
ク
オ
ツ
ク
グ
ー
表

記
の
補
助
符
号
は
省
い
て
い
る
。

（
５
）
陳
正
宏
氏
（
復
旦
大
学
）
は
、「
域
外
漢
籍
」
と
い

う
用
語
が
無
意
識
の
う
ち
に
中
国
中
心
を
示
し
て
い

る
と
み
て
、
よ
り
包
括
性
の
あ
る
「
東
ア
ジ
ア
漢
籍
」
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「
某
某
（
国
名
）
漢
籍
」、
ベ
ト
ナ
ム
な
ら
「
越
南
漢

籍
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
（「
越
南
漢
籍
裏

的
中
国
代
刻
本
」『
印
刷
出
版
与
知
識
環
流

―
16
世

紀
以
後
的
東
亜
』
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
拠
点

Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
編
　
同
上
発
行
　
二
〇
一
〇
）。

（
６
）『
書
目
』
の
序
の
な
か
に
「
東
洋
文
庫
越
南
本
目
録

（
稿
）」『
ア
ジ
ア
資
料
通
報
』
三
三
―
三
か
ら
再
録
さ

れ
て
い
る
。

（
７
）
漢
喃
本
に
つ
い
て
は
、N

guyen

グ

エ

ン
T

hi
テ
ィO

anh

オ
ワ
イ
ン

清

水
政
明
訳
「
漢
字
・
字
喃
研
究
院
所
蔵
文
献

―
現

状
と
課
題
」（『
文
学
』
二
〇
〇
五
、
一
一
・
一
二
）

を
参
照
。

（
８
）「
東
京
」
は
ベ
ト
ナ
ム
語
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
支
配
下

の
北
圻
、
日
本
の
首
都
を
さ
す
。『
書
目
』
は
ル
ビ
に

よ
っ
て
日
本
の
東
京
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

（
９
）
引
田
利
章
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
茂
教
「
引
田
利
章

の
経
歴
紹
介
と
曽
根
俊
虎
に
関
す
る
若
干
の
史
料
」

『
史
学
』
四
五
―
一
（
一
九
七
二
―
九
）
参
照
。
陳
荊

和
氏
は
、
ベ
ト
ナ
ム
書
誌
学
の
第
一
人
者
陳
文

氏

が
贈
書
に
つ
い
て
「
日
本
軍
閥
と
勾
結
し
て
外
力
の

侵
寇
に
抗
す
る
ベ
ト
ナ
ム
民
衆
の
義
挙
を
弾
圧
す
る

た
め
で
あ
っ
た
」（T

ran
V

an
G

iap,T
hu

T
ich

C
hi

V
iet

N
am

,
T

ap.
I.

T
hu

V
ien

Q
uoc

G
ia

X
uat

B
an,H

anai.
1970.pp.70-71

）
と
酷
評
し
た
こ
と

を
、「
こ
れ
は
う
が
ち
す
ぎ
た
見
方
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
、
学
術
研
究
に
イ
ズ
ム
的
色
彩
を
加
え
ね
ば

な
ら
な
い
北
ベ
ト
ナ
ム
学
者
の
立
場
を
表
わ
し
て
い

る
」
と
み
る
（
前
掲
陳
荊
和
「
解
説
」）。

（
10
）
同
年
六
月
に
福
沢
諭
吉
は
、「
安
南
の
風
雨
我
日
本

に
影
響
す
る
こ
と
如
何
」
を
発
表
（『
時
事
新
報
』
六

月
九
日
（
慶
応
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
九
、
岩

波
書
店
　
一
九
五
八
）。
福
沢
の
関
心
は
ベ
ト
ナ
ム
の

植
民
地
化
に
は
無
い
。「
支
那
が
此
自
余
の
兵
力
を
用

い
る
所
の
処
」
と
し
て
日
本
を
侵
攻
す
る
こ
と
を
惧

れ
て
い
る
。
沖
縄
県
設
置
を
清
国
の
怨
み
の
源
と
み

る
の
で
あ
る
。

（
11
）
越
南
本
の
刊
本
・
抄
本
の
か
か
え
る
問
題
は
、
前

掲
グ
エ
ン
・
テ
ィ
・
オ
ワ
イ
ン
論
文
参
照
。
オ
ワ
イ

ン
氏
は
、
フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院
が
と
っ
た
蒐
書
方
法

（
高
額
に
よ
る
買
取
、
抄
本
作
成
等
）
が
営
利
目
的
の

粗
悪
な
贋
物
を
う
ん
だ
面
も
指
摘
す
る
。『
書
目
』
Ｘ

―
２
―
１
の
『
大
越
史
記
全
書
』
の
注
釈
に
は
、「
①

第
一
冊
見
返
シ
ノ
表
ニ
『
越
南
保
大
書
院
　
敬
贈

大
日
本
旧
在
河
内
総
領
事
永
田
安
吉
先
生
　
壬
午

春
二
月
二
十
八
日
』

贈
呈
　
昭
和
十
七
年
十
二
月

十
七
日
　
永
田
安
吉
　
東
洋
文
庫
御
中
』
ト
墨
書
。

…
…
④
①
裏
ニ
、『
大
越
史
記
全
書
　
国
子
監
蔵
版
』

ト
刻
ス
。」
と
あ
る
。

（
12
）
陳
荊
和
　
前
掲
「
解
説
」。

（
13
）〔
越
〕
黎

撰
　
武
尚
清
点
校
『
安
南
志
略
』（
中

華
書
局
　
一
九
九
五
）
の
「
前
言
」
参
照
。

（
14
）
後
藤
均
平
『
ベ
ト
ナ
ム
救
国
抗
争
史
―
ベ
ト
ナ

ム
・
中
国
・
日
本
』（
新
人
物
往
来
社
　
一
九
七
五
）

二
五
八
―
六
〇
頁
。

（
15
）
後
藤
均
平
「
在
日
ベ
ト
ナ
ム
留
学
生
」「
離
日
し
た

留
学
生
」『
日
本
の
な
か
の
ベ
ト
ナ
ム
』（
そ
し
え
て

一
九
七
九
）、「
日
越
人
民
友
好
碑
話
」『
日
本
と
ア
ジ

ア
の
人
び
と
』（
す
く
ら
む
社
　
一
九
八
一
）。

（
16
）
拙
稿
「『
大
南
寔
録
』
の
成
立
過
程

―
道
光
五
旬

節
慶
賀
使
節
を
中
心
と
し
て
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学

フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
八
（
二
〇
〇
〇
、
三
）、『
同
（
二
）

―
フ
ラ
ン
ス
支
配
下
に
お
け
る
変
質
を
中
心
と
し

て
」『
拓
殖
大
学
論
集
』
241
「
人
文
・
自
然
・
人
間
科

学
」
５
（
二
〇
〇
一
・
五
）、「
同
（
三
）

―
阮
朝

の
編
纂
事
業
を
中
心
に
」『
同
上
』
250
「
同
上
」
９

（
二
〇
〇
三
・
三
）。

（
17
）
竹
田
龍
児
「
阮
朝
初
期
の
清
と
の
関
係
（
一
八
〇

二
―
一
八
七
〇
年
）『
ベ
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史

―
曲

氏
の
抬
頭
か
ら
清
仏
戦
争
ま
で
』（
山
川
出
版
社
　
一

九
七
五
）。
吉
開
将
人
「『
南
越
国
長
』
阮
福
映

―

清
代
档
案
か
ら
見
た
阮
福
映
の
冊
封
問
題
」『
史
朋
』

四
〇
　
二
〇
〇
七
―
一
二
。

（
18
）
立
見
氏
は
、
文
部
科
学
省
・
科
学
研
究
費
特
定
領

域
研
究
に
従
事
（『
ナ
オ
・
デ
・
ラ
・
チ
ー
ナ
』
三

二
〇
〇
〇
）。
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（
19
）
拙
稿
「『
大
南
寔
録
』
の
成
立
過
程
（
四
）

―

『
正
編
第
四
紀
』
の
黒
旗
軍
記
事
に
み
る
編
纂
意
図
」

『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
41
（
二
〇
〇

八
・
三
）。

（
20
）
巻
七
　
辛
亥
嗣
徳
四
年
十
一
月
（『
大
南
寔
録
』
15

五
八
三
八
頁
（
慶
応
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
版

一
九
七
九
）。
注
は
左
の
通
り
。

按
瀛
寰
志
略
、
佛
郎
西
國
、
一
曰
法
蘭
西
、
一

曰
佛
朗
機
、
爲
歐
羅
巴
大
國
。
嘉

・
明
命

年

、
曾
來
我
國
。
第
一
第
二
紀
均
書
爲
富
浪

沙
。
紹
治
年

、
惹
事
于
沱

、
第
三
紀
書

爲

哂
。

佛
法
富
三
音
相
近
、
郎
蘭
浪
西

機
沙
亦
然
。
故
隨
辰
譯
出
不
同
。
此
來
是

本
紀
、
初
見
從
所
報
書
爲
佛
蘭
、
亦
其
國
也
。

西
洋
是
統
指
其
方
。
自
九
年
復
惹
事
于
沱

、

而
後
均
書
爲
洋
。

其
辰
和
議
未
定
、
未
有
國

書
可
憑
、
亦
皆
只
從
公
牒
所
報
書
之
耳
。
至
十

五
年
、
議
和
具
有
國
書
、
譯
音
始
書
爲
富
、

富
浪
沙
省
文
也
。
至
三
十
六
年
、
又
從
中
國

譯
本
、
書
爲
法
、

法
蘭
西
省
文
也
。（
句
読

は
筆
者
）

（
21
）
清
朝
は
、
一
八
四
四
年
の
黄
埔
条
約
で
は
仏
蘭
西

を
用
い
た
が
、
一
八
五
四
年
の
上
海
英
法
美
租
界
租

地
章
程
で
法
蘭
西
に
改
め
、
天
津
条
約
（
一
八
五
八
）

以
降
は
、
大
法
国
・
法
国
に
統
一
さ
れ
て
い
く
。

（
22
）
Ｘ
―
Ⅱ
―
52
『
皇
越
地
輿
誌
』
は
、『
書
目
』
に
よ

れ
ば
「
北
京
大
学
ニ
收
メ
シ
ヲ
、
東
洋
文
庫
が
影
印

セ
リ
」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
ベ
ト
ナ
ム
人

惟
明
氏
の
序
の
「
大
富
浪
沙
国
官
盧
公
」
と
い
う
部

分
の
傍
に
、「
即
法
蘭
西
国
安
南
読
沙
如
西
」
と
墨
書

が
あ
り
、
中
国
人
が
富
浪
沙
は
法
蘭
西
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
。

（
23
）
同
書
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
大
南
寔
録
』
の
成
立
過

程
（
六
―

Ａ
）

―
嘉
定
と
仏
山
」『
跡
見
学
園
女
子

大
学
文
学
部
紀
要
』
44
（
二
〇
一
〇
、
三
）
参
照
。

（
24
）
注
22
参
照
。

（
25
）
拙
稿
「『
大
南
寔
録
』
の
成
立
過
程
（
六
―

Ｂ
）

―
フ
ラ
ン
ス
人

嘉
陵
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学

文
学
部
紀
要
』
47

二
〇
一
一
年
掲
載
予
定
。

（
26
）
原
書
はC

h
.

M
aybon,

H
.R

ussier,
N

otion
s

d’historique
d’A

nnam
.1909.

フ
ラ
ン
ス
極
東
学
院

が
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
を
大
法
・
大
南
と
併
記
し

て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
八
尾
隆
生
氏

は
前
掲
論
文
で
『
大
南
一
統
志
』
の
記
述
に
つ
い
て
、

「
し
か
し
そ
れ
で
も
戦
死
し
た
人
物
を
中
心
に
若
干
で

も
抗
仏
戦
に
参
加
し
た
者
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地

支
配
下
で
収
録
し
た
こ
と
は
、
あ
る
意
味
驚
意
的
で

あ
る
。
さ
す
が
に
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
に
言
及
す
る
際

に
は
「
大
法
国
」
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
が
（
23
）。」

と
述
べ
、
注
23
に
は
「
筆
者
は
こ
の
『
大
法
』
と
い

う
言
葉
に
、
何
か
し
ら
慇
懃
無
礼
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
に
北
側
が
韓
国
軍
を
、
侮
蔑

感
を
込
め
て
「
大
韓
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
。」
と
説
明

し
て
い
る
。『
大
南
一
統
志
』
が
国
史
館
よ
り
刊
行
さ

れ
た
の
は
、
一
九
一
〇
年
（
維
新
三
年
十
二
月
八
日

題
）、
そ
し
て
官
撰
書
で
あ
る
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
を
表

記
す
る
た
め
に
大
法
を
使
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

（
27
）
永
六
輔
氏
は
、
日
中
関
係
の
緊
張
打
開
に
は
意
志

疎
通
が
不
可
欠
な
こ
と
を
述
べ
、「
考
え
よ
う
に
よ
っ

て
は
日
本
と
中
国
は
『
筆
談
』
で
話
が
通
じ
る
国
で

あ
り
、
共
通
の
文
字
（
漢
字
）
を
ベ
ー
ス
に
話
が
で

き
る
の
だ
。」
と
言
う
（「
永
六
輔
そ
の
新
世
界
　
日

本
と
中
国
の
間
が
ギ
ク
シ
ャ
ク
」『
毎
日
新
聞
』
二
〇

一
〇
年
一
〇
月
二
日
）。
共
通
の
文
字
が
相
互
理
解
を

う
む
と
い
う
発
想
は
、
短
絡
的
で
は
な
い
か
。
日
本

人
が
「
支
那
」
と
書
き
、
中
国
人
が
「
倭
寇
」
と
応

じ
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
28
）
中
国
・
ベ
ト
ナ
ム
で
フ
ラ
ン
ス
は
「
法
」「
法
国
」

と
表
記
さ
れ
、
ベ
ト
ナ
ム
刊
行
の
『
越
南
漢
喃
遺
産

書
目
提
要
』（D

i
San

H
an

N
om

V
iet

N
am

T
hu

M
uc

D
e

Y
eu
1992

）
の
中
国
語
訳
『
越
南
漢
喃
文
献

目
録
提
要
』（
二
〇
〇
一
）
が
、
仏
山
版
『
大
南
寔
録

正
編
』
の
項
で
ク
オ
ツ
ク
グ
ー
に
富
浪
沙
が
添
え
ら

れ
て
い
た
の
を
削
り
、「
法
国
」
に
改
め
た
結
果
、
書

126



誌
学
情
報
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。（
拙
稿
「『
大

南
寔
録
』
の
成
立
過
程
（
六
―

Ｂ
）

―
フ
ラ
ン
ス

人

嘉
陵
」
参
照
）。
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越南本について
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